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2

第1章 損害回復・経済的支援等への取組

	１	 損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係）
⑴　日本司法支援センターによる支援

【施策番号1※】
ア　日本司法支援センター（通称「法テラ

ス」）においては、民事法律扶助業務とし
て、経済的に余裕のない者が民事裁判等手
続を利用する際に、収入等の一定の条件を
満たすことを確認した上で、無料で法律相

談を行い、必要に応じて弁護士・司法書士
の費用の立替えを行っている（日本司法支
援センターウェブサイト「法テラスの目的
と業務（民事法律扶助業務）」：http://
www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/
mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/）。

犯罪被害者支援業務

提供：法務省

犯罪被害者等が、弁護士等に委任して民
事裁判等手続を通じて損害賠償を求める必
要があるにもかかわらず、弁護士費用等を
負担する経済的な余裕がない場合には、民
事法律扶助制度を利用することによって当
該費用が立て替えられ、原則として毎月分
割で償還することができ、経済的負担が軽
減される。また、犯罪被害者等が刑事手続
の成果を利用して簡易迅速に犯罪被害の賠
償を請求することを可能とする損害賠償命
令制度（平成20年12月施行）の利用に当

たっても、民事法律扶助制度を利用して弁
護士費用等の立替えを受けることができ
る。さらに、26年4月からは、加害者等に
対する損害賠償請求に係る弁護士との打合
せに同席させるカウンセラー等の費用につ
いても、民事法律扶助制度の対象となり、
当該費用の立替えを受けることが可能と
なった。

【施策番号2】
イ　日本司法支援センターにおいては、犯罪

被害者等の状況に応じて、犯罪被害者支援

※　第3次基本計画（P114基礎資料3参照）との対応状況を明らかにするために付したもの。
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１
章

１　損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係）

の経験や理解があるとして弁護士会から推
薦を受けている弁護士を紹介している。29
年4月現在、3,663人の弁護士を紹介用名
簿に登載しており、28年度中の紹介件数は
1,677件であった。

また、犯罪被害者支援に携わる弁護士に

よるサービスの質の向上を目指し、弁護士
会や犯罪被害者支援団体との連携・協力の
下、上記紹介用名簿に登載している弁護士
等を対象とした犯罪被害者支援のための研
修を共催している。

日本司法支援センターによる支援

業　　務 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
犯罪被害者支援業務

精通弁護士紹介件数 929件 877件 1,013件 1,330件 1,491件 1,603件 1,677件

精通弁護士名簿登載者数
2,028人 2,364人 2,454人 2,705人 3,008人 3,441人 3,663人

平成23年4月現在 平成24年4月現在 平成25年4月現在 平成26年4月現在 平成27年4月現在 平成28年4月現在 平成29年4月現在

提供：法務省

⑵　損害賠償請求制度等に関する情報提
供の充実

【施策番号3】
警察においては、「被害者の手引」（P80【施

策番号196】参照）等により、損害賠償請求
制度の概要等について紹介している。

法務省においては、犯罪被害者等向けパン
フレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害
者等向けＤＶＤ「もしも…あなたが犯罪被害
に遭遇したら」により、損害賠償命令制度に

ついて紹介している（P50【施策番号128】
参照）。

損害賠償命令制度については、制度導入以
降、平成28年末までに2,164件の申立てがあり、
このうち2,072件が終局した。その内訳は、認
容が950件、和解が460件、終了（民事訴訟手
続への移行）が279件、取下げが247件、認諾
が86件、却下が29件、棄却が6件等である※。

また、これまで、多くの検察庁において
は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の

※　最高裁判所事務総局の資料による。

損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度の概要

刑事裁判 民事裁判損害賠償請求に関する裁判手続の特例

上告審

控訴審

上告審

第一審

異議申立て

損害賠償命令の申立て

本手続
の記録

1010
10 1 0

　損害賠償命令の申立て
　　　　　原告　××××　　　　　被告　△△△△
１　請求の趣旨
　被告は，原告に対し，00円を支払え。

２　・・・・・・　・・・・・・・・・　・・・・・・・・・

本手続
の記録

1010
10 1 0

損害賠償命令の申立て
についての審理

確定判決と同一の効力

主張整理
刑事記録
の取調べ
等

主張整理
審理計画
の策定
等

証拠調べ
等

証拠調べ
等
審理終結

控訴審

公
訴
提
起

弁
論
終
結

有
罪
判
決

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

不
服
な
し

損
害
賠
償
命
令

訴
え
提
起
擬
制

提供：法務省
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第1章　損害回復・経済的支援等への取組

支給に関する法律に基づき、没収・追徴され
た犯罪被害財産を被害者に被害回復給付金と
して支給するための手続（被害回復給付金支
給手続）を行っている。27年に13件の被害回
復給付金支給手続の開始決定が行われ、開始
決定時における給付資金総額は約8,308万円
であった。

⑶　刑事和解等の制度の周知
【施策番号4】

法務省においては、刑事和解、公判記録の
閲覧・謄写、不起訴記録の閲覧等の制度につ

いて説明した犯罪被害者等向けパンフレット
「犯罪被害者の方々へ」を作成し、全国の検
察庁等を通じて犯罪被害者等へ配布している
ほか、ウェブサイト上に同パンフレットを掲
載するなどして、制度の周知を図っている

（P50【施策番号128】参照）。また、検察官
等に対しても、会議や研修等の機会を通じて
刑事和解等についての理解を深めさせてお
り、検察官等が犯罪被害者等に対して適切に
情報提供できるように努めている。

刑事和解制度

を
度
制
の
こ

い
な
し
用
利

続
手

を
度
制
の
こ

た
し
用
利

続
手

の
へ
書
調
判
公

載
記+

い
払
不
の
人
告
被

の）
談
示
（解
和

立
成

の）
談
示
（解
和

立
成

行
執
制
強決

判
定
確
の
訴
勝

判
裁
事
民

い
払
不
の
人
告
被

書
調
判
公

提供：法務省

刑事和解制度による申立てが公判調書に記
載された延べ数は、制度導入（平成12年11
月）以降28年末までの間に640件であり、う
ち28年は23件であった。

刑事和解制度の状況

年次 事例数
平成24年 38
平成25年 29
平成26年 20
平成27年 17
平成28年 23

（注）
１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
2�　高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における被告人と被害者等
の間で成立した民事上の争いについての合意内容を公判調書に記載し
た事例数である。

提供：法務省

⑷　保険金支払の適正化等
【施策番号5】

ア　国土交通省においては、自動車損害賠償
責任保険・共済（以下「自賠責保険」とい

被害回復給付金支給制度

刑事裁判により犯人が財産犯等の犯罪行為により得た
財産（犯罪被害財産）のはく奪（没収・追徴）

検察官による申請内容のチェック、判断（裁定）

すべての裁定、費用等の確定

被害回復給付金の支給

検察官から申請人に対し判断の結果を記載した
「裁定書」の謄本の送付

（外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」については、外国からの譲受け）

検察官による支給手続の開始
●支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め、官報に掲載
●把握している支給対象者に通知

申請期間内に検察官に申請書を提出
●被害を受けたことやその被害額を示す資料、本人確認書類
　（運転免許証等）の写しなどの所要の資料を添付

＊検察官による手続の一部を、弁護士である「被害回復事務管理人」に任せることがあります。

基本的な支給手続の概要

提供：法務省

被害回復給付金支給手続の状況

支給手続開始決定件数 開始決定時給付資金総額
平成22年 12件 7,892万5,743円
平成23年 14件 2億604万1,619円
平成24年 23件 3億9,871万6,097円
平成25年 18件 約1億4,600万円
平成26年 15件 約2億5,401万円
平成27年 13件 約8,308万円

提供：法務省
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１　損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係）

う。）に関して、保険会社・共済組合（以
下「保険会社等」という。）による被害者
等に対する情報提供措置の義務付け、保険
会社等への立入検査（平成27年度実績：60
個所）や死亡等重要事案の審査（27年度届
出件数：10万5,271件）に伴う指示等を通
じて保険金支払の適正化を図っている。ま
た、自動車損害賠償保障法に基づく指定紛
争処理機関である一般財団法人自賠責保
険・ 共 済 紛 争 処 理 機 構（http://www.
jibaiadr.or.jp/）では、自賠責保険金の支
払等に関する紛争処理のため、被害者等か
らの紛争処理申請に基づき、弁護士、医師
及び学識経験者により構成される紛争処理
委員による調停を行っている。27年度の紛
争処理件数は、940件となっている。

自賠責保険（共済）支払をめぐる争いの申請の受理

保険金等請求

自賠責保険（共済）
支払をめぐる争い

指定紛争処理機関
（一般
財団）自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険（共済）支払をめぐる争いの申請の受理
（調停による紛争解決）

保険金等支払

紛争処理申請紛争処理申請

請求者
被害者又は
保険・共済の
加入者

保険会社
・

共済組合

政　　府

指示等
支払基準・情
報提供違反に
関する申出

死亡事案等
の重要事案
の届出

提供：国土交通省

紛争処理の状況

紛争処理件数
平成23年度 951
平成24年度 894
平成25年度 872
平成26年度 871
平成27年度 940

提供：国土交通省

【施策番号6】
イ　金融庁においては、被害者に直接保険金

等が支払われる場合も含め、契約に基づく
保険金等の支払が適切に行われるように、

「保険会社向けの総合的な監督指針」（17年
8月策定）等に基づき、各保険会社におけ
る保険金等支払管理態勢整備についての検
証を行っているほか、苦情・相談として寄
せられる情報を活用して、保険会社の検
査・監督を行っている。

【施策番号7】
ウ　国土交通省においては、自動車事故に関

する法律相談、示談斡
あっせん

旋等により被害者等
が迅速かつ適切な損害賠償を受けられるよ
う、公益財団法人日弁連交通事故相談セン
ター（http://www.n-tacc.or.jp/）に対し
て支援（補助金交付）を行っている。

交通事故の発生から解決までの流れ

示談成立
（示談書作成）

審査
※当センターの事業

訴訟等
※裁判所等

示談不成立

被害者 加害車両の運転手等

交通事故発生

当センターに面接相談電話相談

（平成27年度
実績）

解決

当センターに示談斡旋申込み
あっせん

示談斡旋
成立率82.56％

あっ せん

提供：国土交通省

27年度は、同センターが相談所を全国
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第1章　損害回復・経済的支援等への取組

163か所（うち39か所で示談斡
あっせん

旋を実施）
で、延べ1万1,880日開設し、4万4,886件
の事故相談を無料で受け付けた。

無料事故相談の状況

延べ開設日数 無料事故相談件数
平成22年度 7,958 38,173
平成23年度 8,091 39,274
平成24年度 8,168 38,118
平成25年度 8,720 47,665
平成26年度 8,115 48,396
平成27年度 11,880 44,886

提供：国土交通省

【施策番号8】
エ　自賠責保険による損害賠償を受けること

ができないひき逃げや無保険車等による事
故の被害者に対して、自動車損害賠償保障
法に基づく政府保障事業によって、本来の
賠償責任者である加害者等に代わり、政府
が直接その損害のてん補を行っている（国
土交通省ウェブサイト「自賠責保険ポータ
ル サ イ ト 」：http://www.mlit .go.jp/
j idosha/anzen/04re l i e f /acc ident/
nopolicyholder.html）。政府保障事業にお
ける27年度の損害てん補件数は1,187件で
あった。

政府保障事業

⑥てん補額
　支払

①請求書類提出

請求書類

③照会・連絡
　追加書類
　依頼等

⑤てん補額
　支払通知

④調査結果報告

②調査依頼
請求者 国土交通省

決定

損害保険会社等

損害保険料率算出機構

受付・支払

調　　査

提供：国土交通省

⑸　受刑者の作業報奨金を損害賠償に充
当することが可能である旨の周知

【施策番号9】
法務省においては、刑事収容施設及び被収

容者等の処遇に関する法律に基づき、受刑者
が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の
申出をした場合、その使用目的が犯罪被害者
等に対する損害賠償への充当等相当なものと
認められるときは、支給時における報奨金計
算額に相当する金額の範囲内で、申出の額の
全部又は一部を支給し、当該受刑者が犯罪被
害者等への損害賠償等に充当する制度を運用
している。

本制度を十分に運用するため、刑執行開始
時における指導等の際に告知しているほか、

居室内に整備している所内生活心得等の冊子
に記載して、引き続き周知を図っている。

⑹　暴力団犯罪による被害の回復の支援
【施策番号10】

警察においては、暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律等により、暴力団員
による暴力的要求行為の相手方や暴力団員に
よる犯罪の被害者等に対して、本人からの申
出に基づき、被害の回復等のための助言や交
渉場所の提供等の援助を積極的に行っている

（警察庁ウェブサイト「組織犯罪対策部」：
http://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/
index.html）。

各都道府県警察は、弁護士会、都道府県暴
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2　給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

力追放運動推進センター（以下「都道府県セ
ンター」という。）と連携しているほか、訴
訟関係者に対する暴力団情報の提供、保護対
策等の支援を行っている。

平成28年中に警察等が支援した暴力団関係
事案に係る援助の措置件数は52件、民事訴訟
件数は53件である。

また、都道府県センターにおいては、暴力
団員による被害の相談活動のほか、暴力団員
による不当な行為の被害者に対して見舞金の
支給等も行っている（全国暴力追放運動推進
セ ン タ ー ウ ェ ブ サ イ ト：http://www1a.
biglobe.ne.jp/boutsui/）。

暴力団関係事案に係る支援状況

援助の措置件数 民事訴訟件数
平成18年 167 94
平成19年 171 96
平成20年 165 85
平成21年 165 113
平成22年 225 90
平成23年 328 63
平成24年 193 51
平成25年 104 54
平成26年 75 46
平成27年 72 42
平成28年 52 53

⑺　加害者の損害賠償責任の実現に向け
た調査の実施

【施策番号11】
平成27年8月、内閣府においては、犯罪被

害者等に対する加害者による損害賠償の実態
を把握するため、日本弁護士連合会が行う調
査に協力した（調査結果については、警察庁
ウェブサイト「犯罪被害者等施策」：http://
www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/
kaigi24/index.htmlを参照）。警察庁において
は、調査結果等を踏まえつつ、加害者の損害
賠償責任の実現に資する方策について、関係
省庁と協議している。

犯罪被害者等に特化したものではなく、民
事執行一般についてであるが、本施策に資す
る動きとして、28年9月、法務大臣から法制
審議会に対して、民事執行法制の見直しに関
する諮問がされた。勝訴判決等を得た債権者
が債務者財産に関する情報を取得する制度と
しては、債務者自身の陳述から情報を取得す
る財産開示手続が15年に創設されたが、その
実効性が必ずしも十分でなく、また、利用実
績がそれほど多いとはいえない実情にあると
の指摘等を踏まえて、法制審議会民事執行法
部会において、債務者財産の開示制度の実効
性を向上させるための議論がされている。

	2	 給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）
⑴　犯罪被害給付制度に関する検討

【施策番号12】
犯罪被害給付制度（以下「犯給制度」とい

う。）とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為
により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は
身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対
し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯
罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経
済的打撃の緩和を図ろうとするものである。

この制度については、平成20年7月、生計
維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び
重度後遺障害者（障害等級1～3級）に対す

る障害給付金の引上げ等を図った。また、21
年10月、親族間の犯罪のうち、配偶者からの
暴力事案であって特に必要と認められる場合
には、全額支給ができるように特例規定の見
直しを行った。さらに、26年11月には、「犯
罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の
創設に関する検討会」が取りまとめた提言を
受け、親族間犯罪に係る減額・不支給事由に
ついて見直しを行った。

警察庁においては、第3次基本計画を受
け、重傷病給付金の支給対象期間等の在り
方、犯罪被害者に負担の少ない支給の在り
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方、若年者の給付金の在り方及び親族間犯罪
被害に係る給付金の在り方について、実態調
査や他の公的給付制度に関する調査を実施
し、29年4月から、同調査結果を踏まえた検
討を行うため、犯罪被害者遺族、犯罪被害者
等の援助を行う民間の団体及び法律専門家を
交えた有識者検討会を開催している。

⑵　現行の犯罪被害給付制度の運用改善
【施策番号13】

警察庁においては、都道府県警察に対し

て、犯給制度の事務担当者を対象とした会議
を開催するなどして、仮給付金支給決定の積
極的な検討や迅速な裁定等運用面の改善を指
導している。また、パンフレット、ポスター、
インターネット上のウェブサイト等を活用し
て仮給付金制度を含む犯給制度の周知徹底を
図るとともに、犯給制度の対象となり得る犯
罪被害者や遺族に対しては、犯給制度に関し
て有する権利や手続について十分な教示を行
うよう指導している。

犯罪被害給付制度

遺族給付金

重傷病給付金

障害給付金

額（最高額～最低額）
一定の生計維持関係遺族がいる場合
2,964.5万円～872.1万円
それ以外の場合
1,210万円～320万円

上限額：120万円

額（最高額～最低額）

3,974.4万円～1,056万円
それ以外の場合
1,269.6万円～18万円

◎支給を受けられる人
　犯罪行為によって、重傷病（加療1月以上、かつ、入院3日以上を
要する負傷又は疾病（精神疾患である場合には、加療1月以上、かつ、
その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるこ
と））を負った犯罪被害者本人

◎支給を受けられる人
　障害が残った犯罪被害者本人
◎障害とは、
　負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定したときを含む。）に
おける身体上の障害で、障害等級第1級～第14級程度の障害をいう。

◎支給を受けられる人
　亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
◎支給を受けられる遺族の範囲と順位
　１　①配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。）
　２　犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　⑥兄弟姉妹
　３　２に該当しない被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　⑪兄弟姉妹
◎犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、
　その負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己
負担分と休業損害を考慮した額の合算額を加算し、給付される。

額（負傷又は疾病から1年間における
保険診療による医療費の自己負担分と
休業損害を考慮した額の合算額）

重度の障害（障害等級第1級～第3級）
が残った場合

（第一順位の遺族が二人以上いるとき
は、その人数で除した額）

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

平成27年度における犯罪被害者等給付金の
裁定金額は約9億9,100万円、28年度は約8
億8,200万円であった。また、27年度の平均
裁定期間（申請から裁定までに要した期間）
は約7.0月（前年度比＋0.1月）、28年度は約6.7
月（前年度比－0.3月）であった。

今後も、警察庁として、都道府県警察に対
して、迅速な裁定、犯給制度の周知徹底等運
用面の改善を指導していく。
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2　給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

犯罪被害給付制度の運用状況

累計区分

裁定に係る被害者数（人）

（参考）

支給裁定に係る被害者数（人）

不支給裁定に係る被害者数（人）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

（年度）

支給裁定に係る被害者数
不支給裁定に係る被害者数

10,992

10,261

731

区分 年度 25年度以前 26年度 27年度 28年度 累計

裁定金額（百万円） 27,440 1,243 991 882 30,556
被
害
者
数
（
人
）

S56年57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年H元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
以前

⑶　性犯罪被害者の医療費の負担軽減
【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯
罪被害者の緊急避妊等に要する経費（初診
料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工
妊娠中絶費用等を含む。）を都道府県警察に
補助しており、都道府県警察では、同経費に
係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の
精神的・経済的負担の軽減を図っている。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害につい
ても、被害者等の刑事手続における負担を軽
減するため、犯罪被害に係る診断書料、死体
検案書料、初診料の費用を公費により負担し
ている。

今後も、警察庁において引き続き予算措置
を講じ、できる限り全国的に同水準の公費負
担の支援がなされるよう、都道府県警察に対
して支援内容の充実を図るよう指導してい
く。また、性犯罪被害に伴う精神疾患につい
ても犯給制度の対象になることの周知も含

め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよ
う、都道府県警察を指導していく。

○※ 　海上保安庁においては、犯罪被害に係
る事件の立証上診断書又は死体検案書が必
要とされる場合は、診断書等の取得に必要
な費用を公費により負担している。また、
捜査上の要請から行う事情聴取のために犯
罪被害者等が出頭する場合の旅費について
も、公費により負担することとしている。

⑷　カウンセリング等心理療法の費用の
負担軽減

【施策番号15】
警察庁においては、都道府県警察に対し

て、臨床心理士資格等を有する警察部内カウ
ンセラーの確実な配置に努めるよう指導して
いる。また、平成28年度から、犯罪被害者等
が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等（警察
による部外カウンセリング委嘱を受けている

※　「○」は、第3次基本計画に盛り込まれている具体的施策の担当省庁以外の省庁が実施している施策であることを示す。
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者か否かを問わない。）を受診した際の診療
料又はカウンセリング料を警察において支払
う、カウンセリング費用の公費負担制度に要
する経費について予算措置を講じ、同制度の
全国展開を図っている。さらに、都道府県警
察に対し、同制度の趣旨を踏まえた実施要領
を定めるなどして適切な制度運用を図るとと
もに、同制度の周知に取り組むよう指導して
いる。

⑸　司法解剖後の遺体搬送費等に対する
措置

【施策番号16】
都道府県警察においては、司法解剖後の遺

体を遺族宅等まで搬送する費用や解剖による
切開痕等を目立たないよう修復するための費
用を公費により負担し、遺族の精神的・経済
的負担の軽減を図っている。

○　海上保安庁においては、司法解剖後の遺
体を遺族宅まで搬送する費用や解剖による
切開痕等を目立たないよう修復するための
費用を公費により負担している。

海上保安庁作成のリーフレット

http://www.kaiho.mlit.go.jp/questions/hanzaihigai/shien.html

http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html

http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/index.html

　犯罪被害者等支援主任者を各海上保安
部署に配置し、事件発生直後から次のよ
うな活動をしています。
　•犯罪被害者及びその家族への付き添い
　•支援制度の説明　など

　犯罪被害者の被害に係る診断書料や、
捜査上の要請から行う事情聴取のために
犯罪被害者及びその家族が出頭する場合
の旅費を公費により負担することで、刑
事手続きにおける経済的負担の軽減に努
めています。
※詳細は、事件取扱い海上保安部署にお
問い合わせ下さい。

　犯罪被害者及びその家族からの事情聴
取に当たっては、プライバシーの保護、
身体の安全確保、精神的負担の緩和に配
慮しています。
　また、性犯罪による女性被害者に対し
ては、女性海上保安官による事情聴取を
行うなど、精神的負担の緩和に努めてい
ます。

　捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁へ
の送致状況などを、捜査上支障のない範
囲内で事件担当捜査員が犯罪被害者及び
その家族に連絡します。

　司法解剖後の犯罪被害者の遺体につい
ては、遺族の新たな経済的・精神的負担
を軽減するため、遺体搬送や解剖後の遺
体修復のための費用を一部公費により負
担しています。
※対象遺体によっては一部支給できない
場合がありますので、事件取扱い海上
保安部署にお問い合わせ下さい。

　全国の「被害者支援連絡協議会」へ参
画するなど犯罪被害者及びその家族の
方々への支援に関する情報を共有すると
ともに、警察、検察庁、民間被害者支援団
体などとの連携・協力を行っています。

　海上保安庁における犯罪被害者等支援
制度、警察、検察庁などの支援制度、民
間被害者支援団体における支援への取組
みをリーフレット、ホームページで紹介
しています。

　犯罪被害者等支援に係る具体的な内容
につきましては、最寄りの海上保安部署
にお問い合わせ下さい。

【最寄りの海上保安部署】

経済的負担の軽減経済的負担の軽減3犯罪被害者等への情報提供犯罪被害者等への情報提供1

2

～ 被害者連絡制度 ～

～ 犯罪被害者等支援制度 ～

～ 事情聴取における配慮 ～

4

捜査の過程における配慮捜査の過程における配慮

関係機関との連携協力
体制の強化
関係機関との連携協力
体制の強化

解剖遺体の搬送・修復費の
公費負担制度

～ 診断書等の公費負担制度 ～

犯罪被害者等の支援制度
に関する情報提供
犯罪被害者等の支援制度
に関する情報提供

5

海上保安庁ホームページアドレス

警察庁ホームページアドレス

法務省ホームページアドレス

日本司法支援センター（法テラス）
ホームページアドレス

～ ～

海上保安庁

海上保安庁へのお問い合わせ先海上保安庁へのお問い合わせ先

海上保安庁
〒100－8976
東京都千代田区
霞が関2－1－3
☎03－3591－6361

第一管区
海上保安本部
〒047－8560
北海道小樽市港町5－2
☎0134－27－0118

第二管区
海上保安本部
〒985－8507
宮城県塩釜市
貞山通3－4－1
☎022－363－0111

第三管区
海上保安本部
〒231－8818
神奈川県横浜市
中区北仲通5－57
☎045－211－1118

第四管区
海上保安本部
〒455－8528
愛知県名古屋市
港区入船2－3－12
☎052－661－1611

第五管区
海上保安本部
〒650－8551
兵庫県神戸市
中央区波止場町1－1
☎078－391－6551

第八管区
海上保安本部
〒624－8686
京都府舞鶴市
字下福井901
☎0773－76－4100

第七管区
海上保安本部
〒801－8507
福岡県北九州市
門司区西海岸
1－3－10
☎093－321－2931

第九管区
海上保安本部
〒950－8543
新潟県新潟市
中央区美咲町1－2－1
☎025－285－0118

第十管区
海上保安本部
〒890－8510
鹿児島県鹿児島市
東郡元町4－1
☎099－250－9800

第十一管区
海上保安本部
〒900－8547
沖縄県那覇市
港町2－11－1
☎098－867－0118

第六管区
海上保安本部
〒734－8560
広島県広島市南区
宇品海岸3－10－17
☎082－251－5111

　被害者やそのご家族の方には、犯人の
逮捕など捜査上の必要性から
　•事情聴取
　•証拠品の提出
　•現場検証への立会い
に応じていただくなどのご負担をおかけ
することがありますが、事件解決のため
ご協力をお願いします。

犯罪被害者等支援シンボルマーク
『ギュっとちゃん』

犯罪被害者等支援の取組み犯罪被害者等支援の取組み

　海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜
査機関として適切な捜査を行うととも
に、被害を受けた方々の保護・支援のた
めの各種取組みを実施しています。

　事件発生直後から、犯罪の被害を受け
た方々のための支援を、各海上保安部署
の犯罪被害者等支援主任者が中心となっ
て実施いたしますので、直接ご相談下さ
い。

～ お願い ～

犯罪被害者等への
支援について

提供：国土交通省

⑹　地方公共団体による見舞金制度等の
導入促進

【施策番号17】
警察庁においては、地方公共団体に対し

て、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方
公共団体職員を対象とする研修会、地方公共
団体等における先進的・意欲的な取組事例等
の情報を電子メールにより発信する「犯罪被
害者等施策メールマガジン」等を通じ、犯罪
被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資
金の貸付制度の導入について要請している。
既に制度を導入している地方公共団体及びそ
の制度概要は、犯罪被害者白書に掲載（P174
基礎資料5－4参照）しており、また、警察

庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」（http://
www.npa .go . jp/hanza ih iga i /kohyo/
whitepaper/whitepaper.html）においても掲
載している。

平成29年4月現在、犯罪被害者等を対象と
し得る見舞金の制度を導入しているのは、1
県、2政令指定都市、158市町村（前年比42
市町村増加）、貸付金の制度を導入している
のは、2県、10市区町（前年比2市増加）で
ある。

⑺　預保納付金の活用
【施策番号18】

金融庁及び財務省においては、平成28年6
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2　給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

月、内閣府・財務省令を改正し、預保納付金
事業について、犯罪被害者等の子供への奨学
金を貸与制から給付制に変更するとともに、
犯罪被害者等支援団体への助成対象に相談員
の育成に必要な費用を追加することとした。

また、給付制奨学金の導入等により、預保
納付金事業の内容が変わることから、28年10
月、同事業の担い手を再選定し、担い手にお
いて、28年12月から、奨学生等の募集等を開
始した。

⑻　海外での犯罪被害者に対する経済的
支援

【施策番号19】
平成28年6月7日に公布された国外犯罪被

害弔慰金等の支給に関する法律により、支給
に係る裁定事務は都道府県公安委員会が担う

こととされたことを受け、警察庁において
は、同年11月30日の施行に向け、下位法令の
整備や事務担当者に対する制度説明会の開催
等の施行事務を実施した。また、広報用リー
フレットやポスターの作成・配布を通じて、
同法に基づく制度の周知を行うとともに、各
都道府県警察においては、同法の対象となる
犯罪被害者等を認知した場合には、裁定申請
等の制度教示を必要に応じ実施している（コ
ラム1「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関す
る法律の制定」参照）。外務省においても、
外務省・在外公館ウェブサイト（http://
w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / c a / j n o s /
page23_001767.html）において同法に基づく
制度の周知を行っている。

▶ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の制定

平成28年11月30日に施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律は、犯給制度の対
象外とされている日本国外における犯罪被害について、国が弔慰金や見舞金を支給することを
規定している。同法は、25年にアルジェリアで邦人が被害に遭ったテロ事件等を契機として与
野党において法案策定作業が進められた結果、第190回国会において衆議院内閣委員長提案と
して提出され、28年6月1日に成立したものである。
同法により、①日本国外において犯罪行為により死亡した日本国民（日本国外の永住者は除

く。）の遺族（被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。ただし、犯罪行為の発
生時、日本国籍を有さず、かつ、日本国内に住所を有しない者は除く。）に対して国外犯罪被
害弔慰金（国外犯罪被害者1人当たり総額200万円）が、②日本国外において犯罪行為により
障害（労働者災害補償保険制度等における障害等級第1級相当）を負った日本国民に対して国
外犯罪被害障害見舞金（100万円）が、それぞれ支給される。
この制度の対象となる犯罪被害は、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行

為（日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものは除く。）のうち、当該
行為が日本国内において行われたとした場合に、日本国の法令によれば罪に当たるもの（正当
行為、正当防衛及び過失の行為は除く。）による死亡又は障害である。
国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者が日本国内に住所を有する場合は、その住

所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、支給の裁定を受けることとされている。日本国
内に住所を有していない場合は、日本国外へ住所を移す直前の住民票の住所地又は本籍地を管
轄する都道府県公安委員会に申請することとされているが、その際、海外の住所を管轄する領
事官経由で申請することも可能である。

コラム１
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第1章　損害回復・経済的支援等への取組

	3	 居住の安定（基本法第16条関係）
⑴　公営住宅への優先入居等

【施策番号20】
ア　国土交通省においては、地方公共団体に

対して、平成16年から17年にかけて、配偶
者からの暴力被害者を始めとする犯罪被害
者等を対象とした公営住宅への優先入居や
目的外使用等について配慮を依頼する通知
を発出した。

さらに、23年度には、公営住宅への優先
入居等の手続の簡素化に関する通知を発出
した。

【施策番号21】
イ　公営住宅への入居に関して、都道府県営

住宅における広域的な対応や市町村も含む
地方公共団体相互間における緊密な連携を

各地方公共団体に要請していることについ
て、会議等の場で改めて各地方公共団体に
周知した。

【施策番号22】
ウ　住宅の確保に窮する犯罪被害者等を支援

するため、公営住宅の管理主体から独立行
政法人都市再生機構の賃貸住宅の借上げ等
の要請があった場合には、柔軟に対応する
こととしている。

【施策番号23】
エ　国土交通省においては、民間賃貸住宅へ

の円滑な入居を促進するため、地方公共団
体や関係事業者、居住支援団体等が組織す
る居住支援協議会が行う相談・情報提供に
対する支援を行っている。

国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ

国外犯罪被害弔慰金
支給裁定申請書

国外犯罪被害障害見舞金
支給裁定申請書

審査請求

海外にお住まいの方の
申請先となる公安委員会

国
外
犯
罪
被
害
の
発
生

亡
く
な
ら
れ
た
と
き

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
の
申
請
・
請
求

障
害
が
残
っ
た
と
き

国
外
犯
罪
被
害
障
害
見
舞
金
の
申
請
・
請
求

申
請
す
る
人
の
地
元
の
警
察
本
部
又
は
地
元
の
領
事
官

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
裁
定

支
給
裁
定

支
給
裁
定
通
知

弔
慰
金
等
請
求

弔
慰
金
等
受
領

不
支
給
裁
定
通
知

不
支
給
裁
定

申請の期限
国外犯罪被害弔慰金等の申請は、国外において行われた犯罪
行為による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過
したとき、または死亡もしくは障害が発生した日から7年を経過
したときは、することができません。
ただし、加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことな
どのやむを得ない理由により、この期間内に申請することがで
きなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、
申請をすることができます。

裁定内容に不服が
ある場合は、通知書
を受け取った日の翌
日から起算して3か
月以内に国家公安委
員会に審査請求をす
ることができます。

裁定とは
都道府県公安委員
会が被害に関する事
実関係などを明らか
にした上、支給に関
する法律上の要件を
確認し、弔慰金等を
支給するか否かを決
める行政行為です。

①過去に住民基本台帳に記録されたこと
がある方：日本国外に住所を移す直前
に住民票に記載されていた住所の所在
地を管轄する都道府県公安委員会

②過去に一度も住民基本台帳に記録され
たことがない方：本籍地を管轄する都
道府県公安委員会

弔慰金等の支給を受ける権
利は、行使できるようになっ
た時から2年間請求を行わな
いときには、消滅します。

弔慰金等を受ける権利の時効

弔慰金等の
支給手続
弔慰金等の
支給手続

支給裁定申請の手続支給裁定申請の手続

◎申請に必要な書類（例）
①亡くなられた方の死亡の事
実、年月日を証明できる
書類

②亡くなられた方の戸籍の
謄本

③申請者の戸籍の謄本
④申請者が第一順位遺族であ
ることを証明できる書類

　など

◎申請に必要な書類（例）
①障害の部位や状態に関す
る医師等の診断書

②障害を負われた方（申請
者）の戸籍の謄本

　など

※申請に必要な書類の詳細につ
いては、都道府県警察本部、
在外公館（大使館・総領事館
等）にお問い合わせください

都
道
府
県
公
安
委
員
会

裁
定
の
た
め
の
調
査

口座振込国外犯罪被害
弔慰金等支払
請求書の提出 弔

慰
金
等
が
振
り
込
ま
れ
る
と
、

国
庫
金
振
込
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

02_犯被29_第1章.indd   12 2017/05/22   9:44:17



13

第
１
章

3　居住の安定（基本法第16条関係）

【施策番号24】
オ　国土交通省においては、法務省作成の犯

罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者
の方々へ」により、犯罪被害者等に対し
て、公営住宅への優先入居等の施策の周知
を図っている。

⑵　被害直後及び中期的な居住場所の確保
【施策番号25】

ア　厚生労働省においては、児童相談所・婦
人相談所の一時保護所や、婦人相談所が一
時保護委託先として契約している母子生活
支援施設や民間シェルター等において一時
保護を実施しており、犯罪被害女性等の
個々の状況に応じて保護期間を延長するな
ど柔軟に対応している。また、犯罪被害女
性等を加害者等の追及から逃れさせるた
め、都道府県域を超えた広域的な一時保
護・施設入所を行うなど、適切な制度運用
に努めている。平成28年度からは、一時保
護所が満床でなくても一時保護委託が可能
となる対象として、ストーカー被害女性や
性犯罪・性暴力被害女性を追加することに
より、適正かつ効果的な一時保護を図って
いる。

配偶者からの暴力や人身取引の被害女性
等を含めた一時保護人数は、27年度で9,694
人（要保護女子本人5,117人、同伴家族4,577
人）となっている。

婦人相談所等における一時保護の状況

要保護女子本人の人数 同伴家族の人数 合計
平成21年度 6,625 5,535 12,160
平成22年度 6,357 5,509 11,866
平成23年度 6,059 5,187 11,246
平成24年度 6,189 5,376 11,565
平成25年度 6,125 5,498 11,623
平成26年度 5,808 5,274 11,082
平成27年度 5,117 4,577 9,694

提供：厚生労働省

また、児童福祉法に基づき、児童相談所
長又は都道府県知事等が必要と認める場合
には、虐待を受けた子供等の一時保護を行

うことができるが、児童虐待対応において
は、子供の安全確保等が必要な場合であれ
ば、保護者や子供の同意がなくとも、一時
保護をちゅうちょなく行うべき旨を28年9
月の「児童相談所運営指針について」（2
年3月5日付け厚生省児童家庭局長通知）
の改正により明記し、子供の安全を迅速に
確保し適切な保護が図られるよう周知して
いる。

【施策番号26】
イ　厚生労働省においては、「少子化社会対

策大網」（27年3月20日閣議決定）に基づ
き、虐待を受けた子供と非行児童との混合
処遇等を改善するべく、次世代育成支援対
策施設整備交付金等を活用し、児童相談所
の一時保護所の環境改善を推進している

（31年度までに全ての都道府県・政令指定
都市・児童相談所設置市で推進）。また、
福祉行政報告例等により、児童相談所の一
時保護所の一時保護日数や一時保護件数等
のデータを把握している。27年度の一時保
護所における一時保護延べ日数は68万
9,873日、所内一時保護件数は2万3,276件、
委託件数は1万3,674件となっている。

児童相談所における一時保護の状況

一時保護所における�
延べ日数 一時保護件数 一時保護�

委託件数
平成21年度 551,691 19,298 7,531
平成22年度※ 562,055 20,302 9,126
平成23年度 562,322 20,289 9,985
平成24年度 590,627 20,777 11,268
平成25年度 618,009 21,281 12,016
平成26年度 656,103 22,005 13,169
平成27年度 689,873 23,276 13,674

※�平成22年度は、東日本大震災の影響によって、福島県を除いて集計し
た数値

提供：厚生労働省

【施策番号27】
ウ　厚生労働省においては、婦人相談所一時

保護所で被害女性を保護するに当たり、被
害女性及び同伴する家族の安全の確保や心
理的ケアのため、夜間警備体制の強化や心
理療法担当職員の配置を行っている。
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第1章　損害回復・経済的支援等への取組

【施策番号28】
エ　厚生労働省においては、24年度から婦人

保護施設退所後の自立に向けた支援の一環
として、施設の近隣アパート等を利用して
生活訓練を行う場合に、建物の賃貸料の一
部を公費により負担している。

【施策番号29】
オ　警察庁においては、自宅が犯罪行為の現

場となり、破壊されるなど、居住が困難
で、かつ、犯罪被害者等が自ら居住する場
所を確保できない場合等に、一時的に避難
するための宿泊場所に要する経費及び自宅
が犯罪行為の現場となった場合におけるハ
ウスクリーニングに要する経費を都道府県
警察に補助しており、都道府県警察では、
同経費に係る公費負担制度を運用し、犯罪
被害者等の精神的・経済的負担の軽減を
図っている。

今後も、本制度の効果的運用について、
都道府県警察を指導していく。

【施策番号30】
カ　警察庁においては、地方公共団体に対し

て、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地
方公共団体職員を対象とする研修会等を通
じ、居住場所の確保や被害直後からの生活
支援に対する取組がなされるよう要請する
とともに、地方公共団体の取組事例につい
て、「犯罪被害者等施策メールマガジン」

等を通じて情報提供を行っている。
29年4月現在、55都道府県・政令指定都

市、260市区町村において、公営住宅等へ
の入居に関し、犯罪被害者等に特別の配慮
が行われている。

公営住宅等の入居に際しての配慮の状況 
（平成29年4月現在）

地方公共団体
（制度あり/全体数）

抽選に
よらず
入居

入居�
要件の
緩和

抽選�
倍率の
優遇

その他

都道府県（42/47） 11 7 29 16
政令指定都市（13/20） 5 3 6 7
市区町村（260/1,721） 63 61 72 113

※地方公共団体によっては複数の制度を運用しているところがある。
※市区町村数には、政令指定都市を含まない。
※区は東京都の23区をいう。

⑶　性犯罪被害者等に対する自立支援及
び定着支援

【施策番号31】
厚生労働省においては、性犯罪被害者を含

む相談者に対する支援として、地方公共団体
やＤＶシェルターを運営する特定非営利活動
法人等が、相談者に対して、生活相談や行政
機関への同行支援等の自立支援、家庭訪問や
職場訪問等の定着支援を一体的に行い、その
取組の効果を検証する「ＤＶ被害者等自立生
活援助モデル事業」を平成26年度より実施し
ている。28年度は1自治体において実施し
た。

	4	 雇用の安定（基本法第17条関係）
⑴　事業主等の理解の増進

【施策番号32】
ア　厚生労働省においては、犯罪被害により

求職活動に困難を伴う父子家庭の父、母子
家庭の母等を試行雇用した事業主に対し
て、当該者の早期就職の実現を目的とした
トライアル雇用助成金を支給している。

【施策番号33】
イ　公共職業安定所においては、事業主に対

して、犯罪被害者等の雇用も含め、雇用管
理全般に関するきめ細かな相談援助を行っ

ている。
【施策番号34】

ウ　公共職業安定所においては、様々な事情
により、やむを得ず離職し、新たに仕事を
探す必要が生じた犯罪被害者等に対して、
その者の置かれた状況に応じたきめ細かな
就職支援を行っている。

【施策番号35】
エ　平成28年度には、独立行政法人労働政策

研究・研修機構労働大学校が実施する公共
職業安定所課長・統括職業指導官研修及び
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4　雇用の安定（基本法第17条関係）

公共職業安定所長研修において、犯罪被害
者等への理解促進を図った。

⑵　個別労働紛争解決制度の活用等
【施策番号36】

ア　厚生労働省においては、個別労働関係紛
争の解決の促進に関する法律に基づく個別
労働紛争解決制度（http://www.mhlw.
go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
index.html）について、ウェブサイトやパ
ンフレット等を活用し、周知を図るととも
に、その適正な運用に努めている。

【施策番号37】
イ　全国約380か所に設置されている総合労

働相談コーナー（http://www.mhlw.go.
jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.
html）においては、事業主との間で生じ
た労働問題に関する犯罪被害者等からのあ
らゆる相談に対し、情報提供等を行うワン
ストップサービスを実施している。

個別労働紛争解決制度のパンフレット

簡易・迅速・無料・秘密厳守の解決援助サービス

「総合労働相談コーナー」の所在地は厚生労働省ホームページにて ご案内しています

職場のトラブル解決
サポートします

提供：厚生労働省

⑶　被害回復のための休暇制度の周知・
啓発

【施策番号38】
犯罪等の被害に遭った労働者は、治療や裁

判への出廷のために仕事を休まなければなら
ないこともあるが、被害を回復するための休

暇制度については、いまだ十分な認知がなさ
れていない状況にある。そこで、厚生労働省
においては、企業や労働者に対し、被害回復
のための休暇制度についての周知・啓発を図
るため、リーフレット等を作成し、関係行政
機関や経済団体、労働団体等に送付するとと
もに、セミナーを開催している。また、厚生
労働省ウェブサイトにおいても同制度を紹介
し、周知している。

なお、平成28年度、同制度の導入につきア
ンケートを実施したところ、企業、労働者と
も9割以上が、同制度を導入すべきという意
見があることを知らないという状況であった
ことから、29年度においても、引き続き周
知・啓発を行うこととしている。

被害回復のための休暇制度のパンフレット

提供：厚生労働省
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